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本報告書の調査は、アカギヘリコプター株式会社所属JA6143他３件の航

空事故に関し、航空・鉄道事故調査委員会設置法及び国際民間航空条約第

１３附属書に従い、航空・鉄道事故調査委員会により、航空事故の原因を

究明し、事故の防止に寄与することを目的として行われたものであり、事

故の責任を問うために行われたものではない。

航空・鉄道事故調査委員会

委員長 佐 藤 淳 造
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航空事故調査報告書

型 式 ホームビルト三河式トライク－Ｇ２５型（超軽量動力機、単座）

識別番号 ＪＲ７１６８

発生日時 平成１５年１月２６日 １４時２５分ごろ

発生場所 愛知県海部郡立田村
あ ま

平成１５年 ５ 月 ７ 日

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造（部会長）

委 員 勝 野 良 平

委 員 加 藤 晋

委 員 松 浦 純 雄

委 員 垣 本 由紀子

委 員 山 根 三郎

１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

ホームビルト三河式トライク－Ｇ２５型ＪＲ７１６８は、平成１５年１月２６日

（日）、レジャーのため、愛知県海部郡立田村の木曽川河川敷にある立田場外離着陸

場を離陸した後、同場外離着陸場付近を低空で飛行中、１４時２５分ごろ西側の木曽

川水面に車輪が接触した後、水没した。操縦者は機体から離れたが、その後川底から

発見され収容された。

同機には、操縦者のみが搭乗していたが、死亡した。

同機は損傷がなかった。

１.２ 航空事故調査の概要

1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１５年１月２６日、本事故の調査を担当する

主管調査官を指名した。
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1.2.2 調査の実施時期

平成１５年 １ 月２７日及び２８日 現場調査、機体調査及び口述聴取

２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

ＪＲ７１６８（以下「同機」という。）は、平成１５年１月２６日、レジャーのた

め、愛知県海部郡立田村の木曽川河川敷にある立田場外離着陸場（以下「立田場外」

という。）で飛行の予定であった。

事故に至るまでの飛行の経過は、飛行仲間及び目撃者によれば、概略次のとおりで

あった。

(1) 立田場外にいた複数の飛行仲間

操縦者は、１１時ごろ機体を積んだトラックで立田場外に到着した。昼食後

の１２時ごろから１人で機体をトラックから降ろして組み立てた。

１３時３０分ごろ、無線交信を行わず出発し、南北の滑走路を北に向かって

離陸した。

操縦者は、事故当日、事故時の飛行の前に２、３回飛行していた。

我々は、事故時の飛行は見ていないが、上空を飛行していた仲間の無線通報

及び事故現場近くで魚釣りをしていた人の通報で事故を知り、近くの葛木渡船
かつらぎ

に船を依頼し、消防へ通報して救助活動を行った。

機体は、事故後、機首を上流向き（北）にして、左翼端側約３ｍが水面から

斜めに出ていた。操縦者の姿はなかった。

(2) 立田場外上空を飛行していた飛行仲間

自分が着陸しようとして、立田場外上空を北に向かって飛行していた時、下

を飛んでいる同機を発見した。無線で自分が着陸する意思を伝えたが応答がな

かった。同機は、着陸するものと思ったが、タッチ・アンド・ゴーを行い左旋

回して川の上空を南に向け飛行していた。

立田場外の南に位置する船着場付近で左旋回したころ、自分の約５０～６０

ｍ後方の下を飛行していた同機も左旋回し、同場外に向かっていた。その後、

同機が川に着水するのを見たので、自分は飛行仲間に無線で同機が着水した旨

連絡した。

飛行仲間から「操縦者は機体から出たか」の問い合わせに、上空を旋回しな

がら確認していたら、機体近くに操縦者を発見し、水面に出ている旨連絡して
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着陸した。川岸に行ったら操縦者の姿はなく、仲間が捜索していた。

(3) 立田場外東側の堤防で飛行を見ていた目撃者

同機は、１４時ごろ北に向けて離陸して、左旋回をして川に沿って、高度約

８０ｍで南に飛行後、左旋回をして北に向かい、河川敷の上を飛んできた。そ

の後､立田場外で主車輪を接地しただけで飛び上がり､前回より低い高度約２０

ｍで飛行して立田大橋側よりかなり手前で左旋回をして、川の上を高さ約５～

６ｍから徐々に高度を下げて飛行してきた。水面に降りるように飛んできて、

主車輪が水面に接触し、機体は、前方から沈んだ。人が機体から約２～３ｍ離

れた所に出てきた。同機は､水没する前までエンジンの音の変化はなかった。

事故発生地点は、立田場外の南約７０ｍ、岸から約３０ｍの木曽川の中で、事故発

生時刻は、１４時２５分ごろであった。

（付図１及び写真１、２、３、４参照）

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷

操縦者が死亡した。

２.３ 航空機の損壊に関する情報

損壊なし

２.４ 航空機乗組員等に関する情報

操縦者 男性 ６１歳

総飛行時間 不明

最近３０日間の飛行時間 不明

２.５ 航空機に関する情報

2.5.1 航空機

型 式 ホームビルト三河式トライク－Ｇ２５型（体重移動型）

登録年月日 平成 ４ 年 ６ 月 １ 日

総飛行時間 不明

（付図２参照）

2.5.2 エンジン

型 式 ロータックス式４４７型

製 造 番 号 ３４９６６１８

総使用時間 不明
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2.5.3 重量

事故当時、同機の重量は２０４kgと推算される。

２.６ 気象に関する情報

2.6.1 事故現場の南東約４.５kmに位置する海部西部消防署の観測値は、次のとお

りであった。

14時00分 天候 曇り、風向 北北東、風速 ２.４m/s、気温 ６.３℃

14時28分 天候 曇り、風向 北、風速 １.８m/s、気温 ７.５℃

2.6.2 事故機の直前に飛行した飛行仲間の口述によれば、立田場外の気象は次のと

おりであった。

天候 曇り、風向 北、風速 約２～３m/s

2.6.3 操縦者の捜索を行った海部西部消防署員によれば、水温は約５℃であった。

２.７ 事故現場及び残がいに関する情報

2.7.1 事故現場の状況

立田場外は、木曽川左岸の、河口から上流へ約１７kmの地点の河川敷にあり、事

故現場は、立田場外の南に約７０ｍ、川岸から約３０ｍの川の中であった。その付

近の水深は、約３ｍであった。同機は着水後、ほとんど同じ位置で水没していた。

2.7.2 機体の状況

同機には、部材等の変形はなかった。シートベルトに異常はなく外された状態で

機体に装備されていた。操縦者のヘルメットが､機体後方の無線機からのケーブル

を接続した状態で回収された。

２.８ 医学に関する情報

愛知県津島警察署からの情報によれば、操縦者の遺体に外傷はなく、死因は、溺死

であった。

２.９ 人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難等に関する情報

飛行仲間によれば、目撃者の通報及び無線による通報に基づき、葛木渡船に協力を

依頼して、機体水没地点を捜索したが操縦者は発見できなかった。海部西部消防署に

よる機体の位置を示す標識設置後、飛行仲間で機体を河川敷に引き上げた。

海部西部消防署によれば、１４時２８分ごろ通報があり、１５時００分から潜水及
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び船による捜索の結果、操縦者が、１６時１４分深さ約３ｍの川底から発見された。

捜索、救難のための出動状況は、次のとおりであった。

(1) 車両 １０台（救急車１台を含む。）、２５名

(2) 船 ２隻

(3) ヘリコプター（愛知県防災航空隊）１機、６名

２.１０ 事実を認定するための試験及び研究

機体を調査した結果は、次のとおりであった。

(1) エンジン及びプロペラの型式

認定型式仕様書によれば、エンジンはゼノアＧ２５となっていたが、実際は

出力がほぼ２倍のロータックス４４７が装備されていた。また、プロペラは直

径５４インチで２枚ブレードとなっていたが、実際は直径５３インチで３枚ブ

レードが装備されていた。

(2) エンジンの装備が変更された時期

飛行仲間によれば、平成１１年の夏ごろには、装備されていた。

(3) プロペラの装備が変更された時期

飛行仲間によれば、平成１４年の秋ごろ立田場外で、飛行するようになった

時、騒音軽減のため装備変更した。

(4) エンジンのスパーク･プラグに異常はなかった。プロペラを手回ししたとこ

ろ拘束なく回転した。

(5) 座席後面のポケットに残されていた無線機は、水没し故障したため、電源が

オンであったか､オフであったか確認できなかった。

２.１１ その他必要な事項

2.11.1 航空法の許可について

事故時の飛行に関し、必要な許可は取得されていた。ただし、同機には、航空法

第１１条第１項ただし書の許可により許可されたものとは異なる型式のエンジン及

びプロペラが装備されていた。

2.11.2 操縦者の飛行経験等

操縦者は、昭和５９年１２月２日に、体重移動型の超軽量動力機について、財団

法人日本航空協会の技量認定を受けていた。飛行仲間によれば、操縦者は、体重移

動型の飛行競技会等で度々上位に入賞するような技量であった。

操縦者は、立田場外において、時々低い高度で飛行するため、飛行クラブ関係者

が、安全のため飛行高度を高くして飛行するよう指摘していた。
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2.11.3 操縦者は、泳ぎが不得意であり、また、服装は、つなぎの下に、トレーナ

ー、ポロシャツ、ズボンを着用していた。救命胴衣は、操縦者が立田場外へ機体を

運んできた自動車の座席に残されていた。

３ 事実を認定した理由

３.１ 解析

3.1.1 同機は、機体調査の結果並びに飛行仲間及び目撃者の口述から、事故発生ま

で機体及びエンジンに異常はなかったものと推定される。

3.1.2 同機は、認定型式仕様書に示された型式とは相違するエンジン及びプロペラ

を装備していたが、事故直前の飛行状況から､それらは本事故に関与していなかっ

たものと考えられる。

3.1.3 事故当時の気象は、本事故に関連はなかったものと推定される。

3.1.4 飛行仲間及び目撃者によれば、同機は、タッチ・アンド・ゴー実施後、立田

場外付近で場周経路を飛行していた。木曽川の上空を高度約５～６ｍから徐々に高

度を下げて飛行して、立田場外の南約７０ｍ、川岸から約３０ｍの川に主車輪が水

面に接触して水没したものと推定される。

操縦者はその際、2.7.2で述べた機体の状況から、シートベルト、ヘルメットを

自ら外したものと推定される。このこと及び２.８で述べた遺体の状況から、操縦

者は、同機が水面に接触し水没したことによっては負傷しなかったものと推定され

る。その後、機体から離れて水面に出た後、溺死したものと推定される。

3.1.5 主車輪が水面に接触したことは、操縦者が水面近くを低高度で飛行中、高度

判断を誤ったものと考えられる。

3.1.6 操縦者が、水没した機体から離れた後、溺死したのは、泳ぎが不得意であっ

たこと及び救命胴衣を着けていなかったことによるものと推定される。
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４ 原 因

本事故は、同機が立田場外付近で場周経路を飛行中、木曽川の水面近くを低高度で

飛行し、誤って主車輪が水面に接触したため、同機が水没し、操縦者が、自力で機体

から離れた後、溺死したことによるものと推定される。
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付図１ 推定飛行経路図 

国土地理院 １/２万５千 地形図を使用。
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付図２  ホームビルト三河式トライク－Ｇ２５型三面図
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写真１ 事故現場－１ 

立田場外 

事故現場 

下流 

道路上の目撃者位置から見た事故現場方向
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写真２ 事故現場－２ 
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写真３ 事故機（事故後）－１ 

写真４ 事故機（事故後）－２ 

正面 

左側面 


